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                                平成 29年 3月 27日 

各 位 

                      上場会社名 株 式 会 社  郷 鉄 工 所  

                      代表者名 代表取締役社長   林 直樹 

                      （コード番号 ６３９７）     

                      問合せ先責任者 常務執行役員 若山 浩人 

                      （ＴＥＬ. ０５２-５８６－１１２３） 

 

（変更）金融機関以外からの借入金の実態に関するお知らせ 

 

 

 当社が平成 29年 3月 13日に公表しました「金融機関以外からの借入金の実態に関するお知らせ」

の「別紙」（注）について、一部変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

  （注）「別紙」の変更等の公表履歴 

   平成 29年 3月 17日 記載事項の追加・変更 

   平成 29年 3月 21日 記載事項の変更、新規借入の追加 

   平成 29年 3月 22日 記載事項の訂正、記載事項の変更・経過 

   平成 29年 3月 23日 記載事項の訂正、記載事項の変更 

 

記 

 

【変更の理由及び内容】 

「１．山下直氏からの資金の借入状況」の第１回借入、「10．中央通商株式会社からの資

金の借入状況」の第２回借入について、継続的な支援の了承をいただき、返済期限を延長

するものです（下線部分）。 

 

                                     以 上 
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「別 紙」 

（変更後） 

１．山下直氏からの資金の借入状況 

貸付金 

氏 名 山下 直 

所在地 東京都渋谷区 

当社との 

取引関係 

該当ありません 

項 目 
資金の借入状況 

第１回    合計 

当初借入の

取締役会等

決議日 

平成 28 年 

3 月 30 日 

（りん議） 

    

借入日 4 月 1 日    

借入

金額 

当初 50 百万円    50 百万円 

現在 50 百万円    50 百万円 

返済

期限 

当初 6 月 30 日     

現在 4 月 26 日    

担保

状況 

当初 無し    

現在 無し    

資金

使途 

当初 運転資金    

現在 運転資金    

借入

条件 

当初 年利 14%    

現在 年利 14%    

備 考 

・開示は平成２８年７月５日の（１２）及び（１６）で開示しております。 

 開示にあたって貸付人からは、氏名の記載はご遠慮願いたい旨の話があ

り、個人として表記をしておりました。 

（期日延期 6/30 -> 9/30 ->12/26->1/26->2/26->3/26->4/26） 

・一般社団法人経営戦略推進機構とアドバイザリー契約を締結しており、

本借入にあたり５％のフィーを支払っております。現在、契約の解除は

しておりません。 

・貸付人は当社田中取締役の友人からの紹介によるものです。 

・利息は毎月初に支払をしており、未払いはありません。 
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（変更後） 

10．中央通商株式会社からの資金の借入状況 

貸付金 

商号 中央通商株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋二丁目 10-10 

代表者 山下寿一 

業種 電子機器・部品等の開発、販売、輸出入 

当社との 

取引関係 

該当ありません 

項 目 
資金の借入状況 

第１回 第２回   合計 

当初借入の

取締役会等

決議日 

平成 28 年 

8 月 31 日 

（りん議） 

平成 29 年 

1 月 26 日 

（手続無） 

   

借入日 8 月 31 日 1 月 26 日   

借入

金額 

当初 50 百万円 20 百万円   70 百万円 

現在 50 百万円 20 百万円   70 百万円 

返済

期限 

当初 9 月 30 日 2 月 26 日    

現在 3 月 31 日 4 月 26 日   

 

担保

状況 

当初 手形 

50 百万円 

小切手 

20 百万円 

  

現在 手形 

50 百万円 

手形 

20 百万円 

  

資金

使途 

当初 運転資金 運転資金   

現在 運転資金 運転資金   

借入

条件 

当初 手数料 

借入額の 10% 

手数料 

借入額の 10% 

  

現在 手数料 

借入額の 10% 

借入時及び 

期日延長時 

手数料 

借入額の 10% 

借入時及び 

期日延長時 

  

備 考 

・第１回につきましては、平成 28 年 8 月 31 日に、２回につきましては、

平成 29 年 1 月 26 日に開示しております。 

（第１回 期日延期 9/30->10/31->11/30->12/31->1/31->2/28->3/31） 

（第２回 期日延期 2/26->3/26->4/26） 

・第２回の期日延長時の金銭消費貸借契約書に借入条件の手数料を明記い

たしました。 

・第２回の借入継続にあたり、担保とは別に、手数料として 2 百万円の手

形を発行しております。 

・開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があ

り、国内事業法人として表記をしておりました。 

・第２回につきまして、田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入
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日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。 

・貸付人は（株）ＬＵＸＲＥＳインベストメントの紹介によるものです。 

 第１回の借入の際、手数料として 1.2 百万円を支払しております。 

・利息については、1 月以降一部未払いとなっております。 

・渡し済みの小切手と元本の手形の交換にあたり、2 百万円の小切手が銀

行へ提示されて支払をしております。（未払いの手数料に充当） 

 


